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告 示
栃木県告示第326号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和元（2019）年10月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和元（2019）年６月１日 吉田醫院 足利市江川町３-４-12

令和元（2019）年９月１日 ほだかクリニック 佐野市北茂呂町10-３

令和元（2019）年７月18日 小林歯科医院 小山市天神１-５-13

平成27（2015）年４月１日 高橋歯科医院 下野市小金井132-６

令和元（2019）年９月１日 アイン薬局大平店 栃木市大平町西水代1938-３

令和元（2019）年９月１日 コスモファーマ薬局中川店 足利市中川町3647-４

令和元（2019）年９月１日 コスモス薬局 壬生町おもちゃのまち２-４-６

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第327号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　令和元（2019）年10月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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指定年月日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令和元（2019）年
９月３日

鈴木　悟 足利市掘込町1003-
12-341

足利治療院 足利市山川町 824-
６

令和元（2019）年
８月24日

川北　宏高 小山市南半田1802-
９

訪 問 マ ッ サ ー ジ
KEiROW下野ステー
ション

下野市石橋462-２
ソファレA101

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第328号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第50条の２の規定
により指定医療機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３の規定によ
り告示する。
　　令和元（2019）年10月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

変更年月日 名 称 所 在 地

平成30年（2018）
２月７日

訪問看護ステーションきのみ
（訪問看護ステーションホワイトローズ）

那須塩原市井口1177-388
（大田原市加治屋94-106）

　（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第329号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和元（2019）年10月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和元（2019）年８月31日 ほだかクリニック 佐野市北茂呂町10-７

令和元（2019）年７月17日 小林歯科医院 小山市天神町１-５-13

令和元（2019）年８月31日 レモン薬局 栃木市大平町西水代1938-３

令和元（2019）年８月31日 ＳＦＣ薬局西城南店 小山市西城南６-３-13

令和元（2019）年９月１日 コスモス薬局 壬生町おもちゃのまち２-４-６

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────


